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各
種
相
談

10
月
の
専
門
相
談

◆
予
約
が
不
要
な
相
談

所
問
市
民
な
ん
で
も
相
談
室
（
駅
前

庁
舎
１
階
）
☎
017
―
734
―
５
２
４
９

●
人
権
相
談　

時
３
日（
月
）・
17
日

（
月
）午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
行
政
相
談　

時
６
日（
木
）・
13
日

（
木
）・
20
日（
木
）・
27
日（
木
）午
前

10
時
～
午
後
３
時

●
司
法
書
士
相
談　

時
３
日（
月
）・

11
日（
火
）午
前
10
時
～
午
後
２
時

●
不
動
産
相
談　

時
６
日（
木
）・
13

日（
木
）・
20
日（
木
）・
27
日（
木
）

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
不
動
産
鑑
定
士
相
談　

時
25
日

（
火
）午
後
１
時
～
３
時

●
土
地
家
屋
調
査
士
相
談　

時
３
日

（
月
）午
前
10
時
～
午
後
２
時

●
行
政
書
士
相
談　

時
14
日（
金
）・

21
日（
金
）・
28
日（
金
）午
前
10
時

～
午
後
３
時

◆
予
約
が
必
要
な
相
談

●
法
律
相
談　

時
11
日（
火
）・
24
日

（
月
）
午
後
１
時
～
３
時　

人
各

５
人
（
申
込
順
）　

申
生
活
安
心

課
☎
017
―
734
―
５
２
５
０
へ
電
話

予
約
。
11
日
分
は
３
日
か
ら
、
24

日
分
は
12
日
か
ら
受
付
（
午
前
８

時
30
分
～
）
※
相
談
は
１
回
ま
で

浪
岡
地
区
の
相
談

所
浪
岡
庁
舎
２
階　

小
会
議
室

●
人
権
相
談
・
行
政
相
談　

時
６
日

（
木
）・
20
日（
木
）午
前
９
時
～
午

後
３
時　

問
浪
岡
振
興
部
健
康

福
祉
課
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
１
３

消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
説
明
会

時
10
月
20
日（
木
）①
午
前
９
時
30
分

～　

②
午
後
２
時
～

　

※
②
は
免
税
事
業
者
向
け

所
人
青
森
税
務
署
１
階
共
用
会
議

室
／
30
人

申
問
10
月
18
日（
火
）ま
で
に
、
青

森
税
務
署
法
人
課
税
第
一
部
門

（
☎
017
―
776
―
４
２
４
１
）へ

　

※
音
声
案
内
「
２
」
を
選
択

暮
ら
し
の
困
り
ご
と
相
談
所

　

各
種
行
政
機
関
や
弁
護
士
等
が
、

年
金
・
相
続
・
多
重
債
務
等
の

様
々
な
相
談
に
応
じ
ま
す
。

時
10
月
18
日（
火
）午
前
10
時
30
分
～

午
後
３
時

所
ア
ウ
ガ
５
階
Ａ
Ｖ
多
機
能
ホ
ー
ル

申
問
10
月
４
日（
火
）午
前
９
時
か

ら
、
総
務
省
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー

き
く
み
み
青
森（
☎
０
５
７
０
―

090
―
110
）へ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

加
入
者
の
み
な
さ
ん
へ

◆
後
期
高
齢
者
医
療
の
窓
口
負
担

が
２
割
負
担
に
変
更
と
な
っ
た

か
た
へ
被
保
険
者
証
回
収
の
お

願
い

　

令
和
４
年
10
月
１
日
か
ら
後
期

高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の
一
部

負
担
金
の
割
合
が
１
割
負
担
か
ら

２
割
負
担
へ
変
更
と
な
る
か
た

へ
、
９
月
に
青
森
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
よ
り
新
し
い
被
保

険
者
証
が
発
送
さ
れ
ま
し
た
。

　

２
割
負
担
と
な
る
か
た
は
、
10

月
１
日
以
降
１
割
負
担
の
被
保
険

者
証
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

１
割
負
担
の
被
保
険
者
証
の
返
却

が
必
要
で
す
。

返
却
方
法
▼

・
同
封
の
返
信
用
封
筒
を
利
用

し
、
ポ
ス
ト
へ
投
函

・
駅
前
庁
舎
１
階
９
番
窓
口
国
保

医
療
年
金
課
も
し
く
は
浪
岡
庁

舎
健
康
福
祉
課
ま
で
返
却

※
今
回
の
制
度
改
正
の
見
直
し
に

関
す
る
ご
質
問
等
は
、
厚
生
労

働
省
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

問
厚
生
労
働
省
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
（
☎
０
１
２
０
―
002
―
719
）

　

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
（
☎
017
―
721
―
３
８
２
１
）

　

国
保
医
療
年
金
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
４
９
３
）

◆
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き（
特

別
徴
収
）さ
れ
て
い
る
か
た
へ

　

天
引
き
さ
れ
る
保
険
料
額
は
月

に
よ
っ
て
変
動
し
ま
す
。

４
月
・
６
月
・
８
月
▽
年
金
振
込

時
に
前
年
度
２
月
と
同
額
を
天

引
き
（
仮
徴
収
）

10
月
・
12
月
・
２
月
▽
残
り
の
保

険
料
額
を
分
割
し
て
天
引
き

（
本
徴
収
）

※
天
引
き
さ
れ
る
保
険
料
額
は
、
７

月
に
お
送
り
し
た
保
険
料
額
決

定
通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
国
保
医
療
年
金
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
４
０
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
５
３
）

　

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
（
☎
017
―
721
―
３
８
２
１
）

◆
お
薬
代
負
担
軽
減
の
ご
案
内

　

医
療
機
関
で
処
方
さ
れ
る
お
薬

を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切
り

替
え
る
と
お
薬
代
が
安
く
な
る
可

能
性
の
あ
る
か
た
へ
、「
お
薬
代

負
担
軽
減
の
ご
案
内
」
を
10
月
下

旬
に
送
付
し
、
ど
の
く
ら
い
負
担

軽
減
に
つ
な
が
る
か
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

の
利
用
を
希
望
す
る
か
た
は
、
医

師
、
薬
剤
師
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
国
保
医
療
年
金
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
３
４
３
）

　

浪
岡
振
興
部
健
康
福
祉
課

　
（
☎
０
１
７
２
―
62
―
１
１
５
３
）

　

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
（
☎
017
―
721
―
３
８
２
１
）

法
人
県
民
税
・
法
人
事
業

税
・
特
別
法
人
事
業
税
・

法
人
市
民
税
の
電
子
申
告

　

県
及
び
市
で
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る
法
人
県
民
税
・
法

人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
及

び
法
人
市
民
税
の
電
子
申
告
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
詳
細
は
県
ま

た
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
東
青
地
域
県
民
局
県
税
部

　

課
税
第
一
課

　
（
☎
017
―
734
―
９
９
７
２
）

　

市
民
税
課

　
（
☎
017
―
734
―
５
１
９
２
）

市
か
ら
の
重
要
N
E
W
S

健
康
ナ
ビ

情
報
ひ
ろ
ば
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掲載の内容は、９月５日時点の情報をもとに作
成しています。イベント等は中止・延期・変更と
なる場合がありますので、最新情報は、各お問合
せ先にご確認ください。

【自己負担金】

・40歳～59歳（２方向撮影：青森市国保加入者1,020円、

　　　　　　その他1,430円）

・60歳以上（１方向撮影：青森市国保加入者無料、

　　　　　　その他410円）

問健康づくり推進課（☎017ー718ー2918）

　浪岡振興部健康福祉課（☎0172ー62ー1114）

10月は乳がん月間～乳がん検診を受けてください～10月は乳がん月間～乳がん検診を受けてください～10月は乳がん月間～乳がん検診を受けてください～10月は乳がん月間～乳がん検診を受けてください～

★乳がんになるのは40歳～60歳代がピーク
　乳がんは女性がかかるがんの第１位ですが、早期発見・

早期治療で99％以上が治ります。（出典：国立がん研究セン

ターがん情報サービス乳がん臨床進行度別５年相対生存率）

★ブレスト・アウェアネス（乳房を意識する生活習慣）

４つのポイントで乳がんの早期発見を！

①知る…自分の乳房の状態を知る

②気づく…乳房の変化に気をつける（セルフチェック）

③相談する…変化に気づいたらすぐ医師に相談する

④検診を受ける…40歳になったら２年に１回の乳がん検診！

詳しくは、
市ホームページで
内容をご確認
ください

時10月12日（水）10：00～11：30

所西部市民センター　３階

内人①椅子に座ってできる筋力トレーニング及び健康体

操②血管年齢や握力測定等の健康・体力チェック、健

康相談（予約優先）／各25人（申込順）

備公共交通機関でお越しください

申問10月７日（金）までに、①②両方またはどちらかを選

択し、健康づくり推進課（☎017－718－2912）へ

✿✿中央地区リーダー企画中央地区リーダー企画
　ロコトレ講座　ロコトレ講座

✿✿体力づくり講座・健康Ｃ＆Ｃ（体力づくり講座・健康Ｃ＆Ｃ（CC
チェックチェック

heckheck&&CC
チ ャ レ ン ジチ ャ レ ン ジ

hallengehallenge））
　　in 西部市民センターin 西部市民センター

時10月13日（木）10：00～11：30

所県民福祉プラザ４階多目的室４Ｂ

内人健康講話、骨・関節・筋肉などを鍛えてロコモを予

防する運動／20人（申込順）

備タオル、飲み物、内履き持参。動きやすい服装でお越

しください。

申問10月７日（金）までに、健康づくり推進課（☎017－
718－2912）へ

健康に関するイベント・講座健康に関するイベント・講座
いずれもいずれも
マスクの着用をマスクの着用を
お願いしますお願いします

健康づくり推進課　鈴木健康づくり推進課　鈴木

高齢者インフルエンザ予防接種が始まります

時所11月１日（火）～12月31日（土）（年末は各医療機関の診療日まで）／指定医療機関（要予約）

対Ⓐ接種時に満65歳以上のかた、Ⓑ接種時に満60歳以上65歳未満で、心臓・じん臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイ

ルスによる免疫の機能により身体障害者手帳の内部障がい１級に該当するかた

料備1,270円（自己負担金）※生活保護受給者・市民税非課税世帯のかたは、下記の確認書類を医療機関へ持参すると無

料となります（確認書類がない場合は、自己負担金が発生します）／健康保険証、身体障害者手帳（Ⓑの場合）を持参

問感染症対策課（☎017－718－2852）、

　浪岡振興部健康福祉課（☎0172－62－1114）

▼生活保護受給者…生活保護を受給していることが分かる書類
▼市民税非課税世帯（①～⑤のいずれか１つ）…①令和４年度介護保険料額決定通知書兼特別徴収（本徴収）開始通知書（保険
料段階が第１～３段階が対象）②令和４年度介護保険料納入通知書（保険料段階が第１～３段階が対象）③介護保険負担限度
額認定証④後期高齢者医療限度額適用・標準負担額認定証⑤自己負担金が無料となる予診票（事前の申請が必要）※③④は有

効期限が令和５年７月31日までのもの

■上記①～④の確認書類を医療機関へ持参出来ない場合の手続
【申請方法】郵送申請▶「高齢者インフルエンザ予防接種予診
票交付申請書兼自己負担金免除（無料）申出書」を、申請場所
に郵送。１週間程度で予診票を送付します　※申請期限：12月
20日（火）当日消印有効
来所申請▶即日発行※８：30～17：00（土・日、祝日を除く）
／申請期限：12月28日（水）

【申請場所】感染症対策課（元気プラザ内）、浪岡振興部健康
福祉課（浪岡庁舎）

【申請書設置場所】感染症対策課（元気プラザ内）、浪岡振興
部健康福祉課（浪岡庁舎）、市役所本庁舎・駅前庁舎（国保
医療年金課、介護保険課、障がい者支援課、高齢者支援
課）・柳川庁舎、各支所・市民センター、指定医療機関
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